
木造家屋建設業における労働災害防止等講習会
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1. 労働災害発生状況

2. 秋田労働局第14次労働災害防止計画の概要
（抜粋）
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４.労働安全衛生関係法令の改正等
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13,437件



業種別死傷災害発生状況（平成28年～令和７年）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

業種 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

全産業 117910 120460 127329 125611 125115 130586 132355 135371 135718 135333

製造業 26454 26674 27842 26873 25330 26424 26694 27194 26676 26371

鉱業 184 209 214 203 199 216 198 198 192 203

建設業 15058 15129 15374 15183 14790 14926 14539 14414 13849 13437

交通運輸事業 3340 3314 3407 3147 2636 2696 2928 3026 3089 3249

陸上貨物運送事業 13977 14706 15818 15382 15669 16355 16580 16215 16292 15632

港湾運送業 286 331 330 376 326 360 329 313 345 310

林業 1561 1314 1342 1248 1272 1234 1176 1140 1167 1063

農業、畜産・水産業 2770 2781 2949 2991 3220 3176 3162 3269 3192 3190

商業 17693 18270 19744 19434 20042 21438 21702 21673 22039 23128

金融・広告 1366 1419 1304 1279 1133 1238 1138 1195 1233 1098

通信 2396 2393 2523 2252 2321 2310 2274 2224 2468 2522

保健衛生業 11513 12106 13208 13559 15708 17121 17237 18786 18867 19291

接客・娯楽 8489 8621 9110 9345 8152 8237 9140 9686 10140 10238

清掃・と畜 6018 5953 6450 6617 6679 6562 6889 6850 7106 6871

警備業 1472 1603 1760 1698 1789 1958 1930 2178 2088 2360

その他 5333 5637 5954 6024 5849 6335 6439 7010 6975 6370

出典：労働者死傷病報告

※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いたもの。

令和７年の建設業の労災件数
13,437件

13,437件÷365日＝36.81……



214件



業種別死亡災害発生状況（平成28年～令和７年）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

業種 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

全産業 928 978 909 845 784 778 774 755 746 700

製造業 177 160 183 141 134 131 140 138 142 115

鉱業 7 13 2 10 8 11 4 5 0 6

建設業 294 323 309 269 256 278 281 223 232 214

交通運輸事業 16 18 16 14 10 8 9 9 9 11

陸上貨物運送事業 99 137 102 101 86 89 90 110 108 80

港湾運送業 10 8 4 7 4 4 1 5 3 10

林業 41 40 31 33 36 30 28 29 31 25

農業、畜産・水産業 36 35 19 30 36 41 23 27 27 42

商業 92 92 78 65 72 64 81 72 55 61

金融・広告 8 4 4 4 3 1 4 2 1 2

通信 3 3 5 5 4 4 1 1 1 3

保健衛生業 13 6 13 11 8 12 8 12 11 18

接客・娯楽 14 20 20 21 13 17 7 17 13 20

清掃・と畜 41 44 49 46 48 34 35 37 46 44

警備業 23 33 31 21 28 25 25 35 28 24

その他 54 42 43 67 38 29 37 33 39 25

出典：死亡災害報告

※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いたもの。

令和７年の建設業の死亡災害
件数 214件

214件÷365日＝0.58



業種別死傷災害発生状況（平成28年～令和７年）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

業種 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

全産業 117910 120460 127329 125611 125115 130586 132355 135371 135718 135333

製造業 26454 26674 27842 26873 25330 26424 26694 27194 26676 26371

鉱業 184 209 214 203 199 216 198 198 192 203

建設業 15058 15129 15374 15183 14790 14926 14539 14414 13849 13437

交通運輸事業 3340 3314 3407 3147 2636 2696 2928 3026 3089 3249

陸上貨物運送事業 13977 14706 15818 15382 15669 16355 16580 16215 16292 15632

港湾運送業 286 331 330 376 326 360 329 313 345 310

林業 1561 1314 1342 1248 1272 1234 1176 1140 1167 1063

農業、畜産・水産業 2770 2781 2949 2991 3220 3176 3162 3269 3192 3190

商業 17693 18270 19744 19434 20042 21438 21702 21673 22039 23128

金融・広告 1366 1419 1304 1279 1133 1238 1138 1195 1233 1098

通信 2396 2393 2523 2252 2321 2310 2274 2224 2468 2522

保健衛生業 11513 12106 13208 13559 15708 17121 17237 18786 18867 19291

接客・娯楽 8489 8621 9110 9345 8152 8237 9140 9686 10140 10238

清掃・と畜 6018 5953 6450 6617 6679 6562 6889 6850 7106 6871

警備業 1472 1603 1760 1698 1789 1958 1930 2178 2088 2360

その他 5333 5637 5954 6024 5849 6335 6439 7010 6975 6370

出典：労働者死傷病報告

※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いたもの。

全体的に減少傾向



業種別死亡災害発生状況（平成28年～令和７年）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

業種 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

全産業 928 978 909 845 784 778 774 755 746 700

製造業 177 160 183 141 134 131 140 138 142 115

鉱業 7 13 2 10 8 11 4 5 0 6

建設業 294 323 309 269 256 278 281 223 232 214

交通運輸事業 16 18 16 14 10 8 9 9 9 11

陸上貨物運送事業 99 137 102 101 86 89 90 110 108 80

港湾運送業 10 8 4 7 4 4 1 5 3 10

林業 41 40 31 33 36 30 28 29 31 25

農業、畜産・水産業 36 35 19 30 36 41 23 27 27 42

商業 92 92 78 65 72 64 81 72 55 61

金融・広告 8 4 4 4 3 1 4 2 1 2

通信 3 3 5 5 4 4 1 1 1 3

保健衛生業 13 6 13 11 8 12 8 12 11 18

接客・娯楽 14 20 20 21 13 17 7 17 13 20

清掃・と畜 41 44 49 46 48 34 35 37 46 44

警備業 23 33 31 21 28 25 25 35 28 24

その他 54 42 43 67 38 29 37 33 39 25

出典：死亡災害報告

※新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除いたもの。

死亡災害も全体
的に減少傾向

ただし、建設業では令和７年でも１日に36人もの人がけがをし、また、２日
に１回以上の頻度で人が亡くなっている（単純計算による）。
→依然として災害件数は多い



秋田県でも死傷者数、死亡者数は減
少傾向であったが、近年は1,000件付
近で停滞している



（ 確定値 )

死 死 死 死 死 死 死 死 死 死 死 死 死 死

号

別
亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡 亡

9 1496 13 1209 3 475 5 456 1 190 2 103 1 293 4 243 1 224 146 3 164 2 139 150 122

9 1064 13 1108 3 399 5 416 1 81 2 81 1 201 4 229 1 134 139 3 142 2 134 107 109

1 2 191 1 185 59 52 22 1 24 49 50 26 21 2 20 22 15 16

2 5 2 1 3 1 1 1

3 6 180 5 197 3 60 4 69 1 12 10 1 33 1 39 1 26 26 24 33 25 20

2 54 4 74 1 9 3 20 3 2 15 1 19 1 9 12 7 15 11 6

4 93 1 91 2 40 1 36 1 6 4 1 14 16 9 12 13 13 11 10
鉄骨･鉄筋家屋建築 1 18 15 1 5 7 3 5 2 1 4 3 1 1 1
木 造 家 屋 建 築 1 46 1 45 13 1 13 2 2 1 7 13 6 5 9 6 9 6

33 32 11 13 3 4 4 4 8 2 4 5 3 4

4 93 3 93 54 53 3 1 8 14 15 11 5 6 2 9 5 3

5 1 2 1 2

6-2 31 1 26 6 5 2 2 13 1 9 1 5 5 3 4 2

8 204 2 196 92 84 17 15 23 2 30 23 24 29 25 20 18

13 589 271 126 99 123 32 129 50 102 30 43 19 66 41

14 62 67 27 29 4 3 11 12 10 14 9 4 1 5

15 40 62 17 33 3 1 6 14 3 3 6 7 5 4

1 100 1 108 33 1 29 4 8 12 24 21 18 1 21 16 9 13

横   手   署

(確定値)

秋   田   署

７年 ６年

本   荘   署

令和７年労働災害発生状況

７年 ６年６年

令和６年

秋 田 労 働 局
（令和８年４月９日作成）

能   代   署

６年

令和７年

(確定値) ７年

大   曲   署大   館   署

そ の 他 の 建 設 業

建 設 業

製 造 業

           年  別

業 種 別

災 害 別 

うち新型コロナを除く

 1～17  全 業 種 合 計

土 木 工 事 業

労働者死傷病報告（休業４日以上）を集計したもの。死亡は内数。

接 客 娯 楽 業

保 健 衛 生 業

鉱業 ( 鉱 安法適用を除く )

上　記 以 外 の 事 業

6-1､7､ 9～12､16､17

建 築 工 事 業

運 輸 交 通 業

貨 物 取 扱 業

林 業

清 掃 ・ と 畜 業

商 業

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

７年７年 ６年 ７年 ６年

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上

休業

４日

以上



令和７年業種別労働災害発生状況（秋田労働局）

※新型コロナウイルス感染症を除く

計1108人

製造業 185件 17%

建設業 197件 18%

運輸交通業 93件 8%

林業 26件 2%
商業 194件 17%

保健衛生業 173件 16%

接客娯楽業 67件 6%

清掃・と畜業 62件 6%

その他の業種 111件 10%

最も多い！



墜落・転落 74件 38%

転倒 29件 15%飛来・落下 14件 7%

激突され 10件 5%

はさまれ・巻き込まれ 20件 10%

切れ・こすれ 20件…

交通事故 5件 2%

動作の反動・無理な動作8件 4%

その他 17件 9%

最も多い！

令和７年建設業事故の型別労働災害発生状況（秋田労働局）

計197人





本日のテーマ
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休憩５分

４.労働安全衛生関係法令の改正等



第14次労働災害防止計画

労働災害防止計画とは、５年間にわたり秋田労働局、事業者、労
働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を、秋
田労働局として定めたもの。

労働災害防止計画は、1958年から始まり、現在は第13次の計画
を終えて第14次計画となっている。



計画の目標

秋田労働局、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も
出さないという基本理念の実現に向け、指標を定め、計画期間内に達成す
ることを目指す

２０２３年４月１日～２０２８年３月３１日

計画期間

アウトカム指標の達成による労働災害減少目標

死亡災害 ： 2022年と比較して、2027年までに５％以上減少

死傷災害 ： 2021年までの増加傾向に歯止めをかけ、2022年と比較して2027年までに
減少



・計画の目標と期間 ・・・・・・・・・・・ 1

・重点事項 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・ 2

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（陸上貨物運送業） ・・・・・・・・・・・ 4

・重点事項 高年齢労働者等の労働災害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・ 3

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（林業） ・・・・・・・・・・・ 7

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（建設業） ・・・・・・・・・・・ 5

・重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（製造業） ・・・・・・・・・・・ 6

・重点事項 労働者の健康確保対策の推進（メンタルヘルス対策・産業保健活動の推進） ・・・・・・・・・・・ 8

・重点事項 労働者の健康確保対策の推進（過重労働対策） ・・・・・・・・・・・ 9

・重点事項 化学物質による健康障害防止対策の推進 ・・・・・・・・・・・10



 建設業における死亡災害の約４割が墜落・転落災害であることから、「建設業における墜落・転落
防止対策の充実強化に関する実務者会合報告書」（令和４年10月28日公表）を踏まえ、足場の点検
の確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等墜落・転落災害防止対策の充実強化を図る。
 地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工事における労働災害防止対策の
徹底を図る。
 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成28年12月16日法律第111号）
に基づき、国土交通省と緊密な連携の下に、建設工事従事者の安全及び健康の確保に取り組む。
 「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「騒音障害防止のためのガイドライン」の周知・指導
などの健康障害防止対策の推進を図る。

現状と施策の方向性

アウトプット指標
• 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに85％
以上とする。

アウトカム指標
• 建設業の死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。

重点事項 業種別の労働災害防止対策の推進（建設業）



1. 労働災害発生状況
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・建設業においては、依然として墜落・転落
災害が最も多い。墜落・転落災害は、重大災
害につながりやすい。
・墜落転落災害について、高さ２ｍ未満の作
業箇所からのものも目立つ。
→ 墜落・転落防止措置の
再確認をお願いします！



https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf（木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル）

https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf


https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf（木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル）

https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf


https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf（木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル）

https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf


・移動はしごの固定
・移動はしごの上部突出
・２人作業
・保護帽着用

等々



・天板を跨がない。両足
２点、腿１点などの3点
支持で身体を安定させる。
・２段目以下の踏桟使用
・保護帽着用

等々



・足場板はゴムバンド等で脚立
の踏桟に固定
・足場板の高さは２メートル未
満で、脚立と脚立の間も1.8メー
トル以下に
・脚立の天板には乗らない
・足場板は踏桟に架け渡し３点
支持
・脚立は水平な床面に置き、必
ず開き止めを使用
・保護帽の着用



https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2019/sakuhin1/images/n261_1.pdf

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2019/sakuhin1/images/n261_1.pdf


https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf（木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル）

https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf


枠組足場の墜落防止対策

下さん
高さ15～40cm

飛来落下対策に幅木を設置した例↓ 飛来落下対策にメッシュシートを設置した例↓

高さ15cm以上の幅木
（下さん不要） メッシュシート

足場足場



枠組足場以外の足場の墜落
防止対策

中さん
高さ35～
50cm

飛来落下対策に幅木を設置
した例↓

飛来落下対策にメッシュシートを設
置した例↓

高さ15cm以上の幅木
（下さん不要） メッシュ

シート

手すり
高さ85cm以

上

足場足場



足場足場







https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf（木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル）

https://www.mhlw.go.jp/content/001234814.pdf




https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei
/roudouanzenkankei/zerosaisengen_00002.html
（新潟労働局HP）

https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-


平成31年2月1日 施行







ラベルには、以下の内容が記載されています。
• 墜落制止用器具の規格 適合品
• 種類：フルハーネス型
• 使用可能質量（体重+装備品）130㎏以下
• 製造年月：バックルに記載

ラベルには、以下の内容が記載されてます。
• 墜落制止用器具の規格 適合品
• 種類：フルハーネス型
• 種別：第一種（4kN）
• 使用可能質量100㎏以下
• 最大自由落下距離：2.3ｍ
• 落下距離：4.4ｍ
• 製造年月：フック又はバックルに表示



•ラベルには「安全帯の規格」適合品と表示。
•製造年月：バックルに記載と表示。

新規格の物となっているか要確認





建設業においては、重機による「はさま
れ・巻き込まれ」、「激突され」の災害も
発生している。
重機による労働災害も、重大災害につな

がりやすい。

→ 重機を使用する際の現場のルールを再
確認と徹底



1.重機やクレーン使用時の作業計画の作成
2.立ち入り禁止措置の実施
3.誘導員の配置

誘導員





①作業場所の調査を行
いましょう！

②合図の方法や合図者、
立入禁止措置について
取り決めましょう！



作業方法・安全
対策・指導事項
を記載！



～

立入禁止措置や合図者
の配置を詳細に記載し
ましょう！
必要に応じて誘導員も
配置しましょう！

必ず現場作業員に確認さ
せること！
（印鑑は必須ではない）



その他
当然のことかもしれませんが…

• オペレーターの資格の確認
• 重機の検査状況の確認と始業前、月次点検
• 重機運転時はシートベルト着用
• 運転位置から離れる際はバケット等を地上
に下ろし、エンジン停止、逸走防止措置を
講じること。

• 機械の用途外使用をしない
• 玉掛け（ワイヤロープ、チェーンブロック
等の点検、作業手順の確認、運転者・玉掛
け者・合図者の役割を明確に定めること）



1. 労働災害発生状況

2. 秋田労働局第14次労働災害防止計画の概
要（抜粋）

３.木造家屋建設業における労働災害防止対策

休憩５分

４.労働安全衛生関係法令の改正等

本日のテーマ



1. 労働災害発生状況

2. 秋田労働局第14次労働災害防止計画の概
要（抜粋）

３.木造家屋建設業における労働災害防止対策

休憩５分

４.労働安全衛生関係法令の改正等

本日のテーマ



４.労働安全衛生関係法令の改正等

①個人事業主等に対する安全衛生対策の推進

②熱中症

③ストレスチェック

本日のテーマ



個人事業主等に対する安全衛生対策の推進

令和3年5月建設アスベスト訴訟

最高裁判所
労働安全衛生法第22条は、労働
者だけでなく、同じ作業場所で
作業する個人事業者・警備員・
搬入業者等も含まれます！



個人事業主等に対する安全衛生対策の推進

最高裁判決の影響

建設アスベスト訴訟で「労働者と同じ場所で働く者も保護する趣
旨」と判示

保護の空白地帯

従来の安衛法は「労働者」が対象であり、「個人事業主」等は
法の枠外に置かれていた。



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

（１）労働安全衛生法第22条（有害業務）に対する個人事業者等の保護措置
が義務化 関係省令の改正 R5.4.1 施行

（２）労働安全衛生法第20条（機械設備等）・21条（危険な業務）に対する
個人事業者等の保護措置が義務化 関係省令の改正 R7.4.1施行

○運転席以外へ
の搭乗禁止

○悪天候時
作業禁止

○保護具着用
の周知

○有害作業場所
への立入禁止



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及
び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措
置を定めました。

（１）注文者等の配慮 R7.5.14施行

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期
などに対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の
注文者にも広く適用されることを明確化しました。
（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 R8.4.1施行

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている
労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象
が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。また、政令で定め
られた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置
について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

施工方法や後期に追加
して作業方法や納期等

も追加



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

（３）業務上災害報告制度の創設 R9.1.1施行
個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労

働省に報告させることができることとしました。 報告主体や報告事項などの報告の仕
組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととしています。
（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造

規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自
主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けるこ
ととしました。
（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行
作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理す

るもの をいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作
業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間
の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務付けられました。



４.労働安全衛生関係法令の改正等

①個人事業主等に対する安全衛生対策の推進

②熱中症対策

③ストレスチェック

本日のテーマ



改正の背景

なぜ今、熱中症対策が法的義務になったのか

31人
令和6年の死亡者数
（3年連続30人台）

従来は「望ましい対策」として推奨されていたが、法的義務ではなかった

死亡災害の原因の多くが「初期症状の放置・対応の遅れ」によるもの

気候変動の影響で今後さらに増加が懸念

→ これらを踏まえ罰則付きの義務化へ転換

令和6年の死傷者数
（過去最多）

1,257人



職場における熱中症の死傷者数の推移
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死亡者数（令和6年）

31人
３年連続30人以上

業種別（多い順）

1. 建設業
2. 製造業

3. 運送業・警備業



改正の概要

労働安全衛生規則第612条の2

2025年4月15日
改正省令公布

2025年5月20日
施行通達発出

2025年6月1日
施行（義務化開始）

改正のポイント：「重症化予防」が主眼

• 従来の「推奨」から「罰則付き義務」への大きな転換

• 熱中症の初期症状を早期発見し、重篤化を防ぐ体制整備が中心

• 事業者に3つの義務：①報告体制の整備②実施手順の作成③関係
者への周知

• 違反時：6カ月以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金



② 熱中症（労働安全衛生規則の改正）

R7.6.1施行★改正内容★
【体制整備】熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の
放置、対応の遅れによることから、熱中症の重症化を防止するた
め、熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのあ
る作業者を発見した者がその旨を報告するための体制を事業場ご
とにあらかじめ整備しておくこと。

【手順の作成】
熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある
作業者への対応に関し、事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡
先並びに必要な措置の内容及び手順を事業場ごとにあらかじめ作
成しておくこと。

【関係者への周知】
当該体制や手順等について作業者へ周知すること。周知の方法に
は、例として、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、
文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがある。



義務① 報告体制の整備

熱中症の自覚症状がある作業者、または、おそれのある作業者を発見した者
がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ定めること

必須対応

• 連絡先・担当者を明確化

• 事業場ごとに体制を定める

• 自覚症状の申告を受付

• 周囲からの報告も受付

推奨される取組

• 職場巡視の実施

• バディ制（2人1組）の採用
• ウェアラブルデバイス活用

• 双方向での定期連絡

• 管理者から積極的に声かけ



義務② 実施手順の作成

症状悪化を防止するために必要な措置の内容と実施手順を事業場ごとに定めること

1

作業からの離脱

直ちに作業を中断
安全な場所へ避難

→

2

身体の冷却

衣服を緩め
水や氷で身体を冷却

→

3

医療機関への搬送

必要に応じ

医師の処置を受けさせ
る

→

4

緊急連絡

緊急連絡網の発動

搬送先医療機関の連絡先・所在地を事前に確認し、手順書に記載すること





罰則と法的リスク

労働安全衛生法第119条に基づく罰則

６カ月以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金

刑事リスク

労基署からの是正勧告
書類送検の可能性

民事リスク

安全配慮義務違反として
高額の損害賠償請求
の可能性

社会的リスク

企業の社会的信用低下
採用・取引への悪影響
メディア報道



対象となる作業の定義

以下の「両方」の条件を満たす作業が対象

条件①：作業環境

WBGT（暑さ指数）28℃以
上
または

気温 31℃以上

条件②：作業時間

連続１時間以上
または

１日合計４時間超
AND

AND



WBGT（暑さ指数）とは

湿度

約7割

人体の発汗による
冷却効率に影響

輻射熱

約2割

地面・建物からの
照り返しなど

気温

約1割

環境の
基本温度











４.労働安全衛生関係法令の改正等

①個人事業主等に対する安全衛生対策の推進

②熱中症

③ストレスチェック

本日のテーマ



1,055件
2024年度精神障害の
労災支給決定件数

3,780件
労災請求件数

（過去最多）

6年
連続増加

精神障害の労災認定件数が過去最多を更新



ストレスチェック制度とは

正式名称
「心理的な負担の程度を把握するための検査」（労働安全衛生法第66条の10）

目的:
メンタルヘルス不調の「一次予防」 不調者を見つけるのではなく、未然に防ぐ

第1の柱: セルフケア促
進

労働者本人へのフィードバック

により、自身のストレスへの

気づきを促す

第2の柱: 職場環境改
善

集団分析を通じた組織課題の

可視化と、部署単位での

環境改善につなげる



2025年法改正の概要

改正労働安全衛生法（令和7年法律第33号）

50人未満の全事業場にストレスチェックの実
施を義務化

対象の大幅拡
大

50人未満の事業場は

全事業所の約95.9%

を占める

施行は3年以内
公布後3年以内に

政令で定める日

最長2028年5月

報告義務は免除

50人未満は労基署

への報告義務なし

（実施義務のみ）



ストレスチェック実施フロー

1 方針表明・体制
整備

衛生委員会等で実施方法

を調査審議し決定

2 チェック実施

57項目調査票による検査

対象者へ周知・受検

3 結果通知

実施者から本人に直接通知

4 高ストレス者対
応

面接指導の勧奨

本人申出で医師面接

5 集団分析

部署別のストレス傾向分

析

職場環境改善に活用

6 報告・記録保存

労基署へ報告（50人以上）

結果を5年間保存





企業リスクと安全配慮義務

訴訟リスク

ストレスチェック未実施は安全配慮義務違

反の有力な証拠として活用される可能性も

レピュテーションリスク

採用市場での信頼低下、従業員のエンゲ

ージメント低下、離職率上昇につながる

行政指導等リスク

労働基準監督署による是正勧告等の対象

となる





⑤ 高年齢労働者の労働災害防止の推進

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮し

た作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力

義務となりました。

また、事業者においては、国で定めた「高年齢者の労働災害防止のための指

針」に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。

R8.4.1施行



⑤ 高年齢労働者の労働災害防止の推進

• 転倒・腰痛予防対策に困ったら…（理学療
法士による出前講座）

• 理学療法士が事業場に出向いて、転倒腰
痛予防に関する実技と講義を実施します。

• 実技は各事業場の作業内容に合わせた内
容で行います（介護施設に対しては移乗
作業方法なども実施いたします）

• 実施時間は事業場の希望に合わせます。
• 会社の安全衛生大会、健康管理活動、各
種集会などにもご利用できます。

【秋田産業保健総合支援センター】を活
用しましょう ℡：018-884-7771



産業保健センターの活動（一部）



https://jsite.mhlw.go.jp/akita-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anze
n_eisei.html

秋田労働局ＨＰ安全衛生関係

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa
kunitsuite/bunya/koyou_roudou/r
oudoukijun/gyousei/anzen/index.h
tml

厚生労働省ＨＰ
（安全衛生関係リーフレット

参考資料

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa



